
介護サービスの支払いの流れ （資料５０－１）

サービス利用者

⑥区の情報と、事業者の請
求内容を突合して審査する

保険者（区）

サービス提供者
（事業者）

④サービス提供者
（事業者）は、国保連
を通して、介護報酬
(9,8,7割)を請求する

②介護サービスの利用

③利用者は、負担割合
（1,2,3割）に応じて、サービ
ス提供者（事業者）に支払う

⑦国保連は、介護報
酬(9,8,7割)を支払う

①保険者（区）
は、利用者に、
負担割合証

(1,2,3割)を発行する

⑤保険者（区）は、国保連の
審査・支払いのために、
必要な情報を提供する

⑧保険者（区）は、国保連の支
払った介護報酬分を負担する

負担
割合
証

国保連


